
【 5,687,367 】 【 1,048,095 】

現 金 預 金 1,570,669 未 払 費 用 1,508

有 価 証 券 4,000,000 前 受 保 証 料 941,377

未 収 入 金 53,197 未 払 返 戻 保 証 料 1,004

未 収 収 益 56 預 り 金 558

求 償 債 権 333,869 未 払 法 人 税 等 101,362

仮 払 金 5,554 仮 受 金 31

貸 倒 引 当 金 △ 276,309 賞 与 引 当 金 2,252

未 収 消 費 税 329 【 2,800 】

【 固 定 資 産 】 【 659,083 】 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 2,800

 ( 有形固定資産 ) ( 2,427 ) 【 1,177,451 】

什 器 備 品 1,625 債 務 保 証 損 失 引 当 金 1,177,451

一 括 償 却 資 産 802 2,228,347

 ( 無形固定資産 ) ( 3,793 )

電 話 加 入 権 1,045 【 4,118,103 】

ソ フ ト ウ ェ ア 2,748 ( 110,000 )

 ( 投資その他の資産 ) ( 652,862 ) 資 本 金 110,000

投 資 有 価 証 券 409,050 ( 10,000 )

そ の 他 投 資 7,036 資 本 準 備 金 10,000

繰 延 税 金 資 産 237,512 ( 3,998,103 )

貸 倒 引 当 金 △ 736 利 益 準 備 金 25,100

別 途 積 立 金 1,200,000

繰 越 利 益 剰 余 金 2,773,003

（当期純利益） ( 487,757 )

4,118,103

6,346,451 6,346,451

　（注）１．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

金      額

純 資 産 の 部 合 計

貸 借 対 照 表  （2024年3月31日現在）

第49期　決算公告
2024年6月27日

徳 島 県 徳 島 市 新 町 橋 二 丁 目 ２ ５ 番 地

阿 波 銀 保 証 株 式 会 社

代 表 取 締 役 社 長 三 浦 淳 典

【 流 動 資 産 】 【 流 動 負 債 】

【 固 定 負 債 】

【 特定引当金 】

（単位：千円）

資   産   の   部 負   債   の   部

科      目 金      額 科      目

資 産 の 部 合 計 負債および純資産の部合計

 ( 資本剰余金 )

負 債 の 部 合 計

純   資   産   の   部

【 株主資本 】

 ( 資  本  金 )

 ( 利益剰余金 )



重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準および評価方法

　移動平均法による原価法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　　定額法を採用しております。主な耐用年数は、次のとおりであります。

　　器具備品、車両運搬具、器械装置　　　　 ４年 ～ ２０年　

(2)無形固定資産

　　定額法を採用しております。　主な耐用年数は、次のとおりであります。

　　ソフトウｴア　　　　　　５年

３．引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

　　債権等に対する貸倒れによる損失に備えるため、決算期末において別に定める「資産自己査定基準書」

　　により分類した額につき所定の「資産の償却・引当基準」に基づいて計上しております。

(2)賞与引当金

　　従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当期に負担すべき金額を計上しております。

(3)役員退職慰労引当金
　　役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当会計

　　期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(4)債務保証損失引当金
　　当社の定める「債務保証損失引当金算出マニュアル」に則り、次のとおり計上しております。
　　ア．予想損失率による引当金
　　　　期末日現在の当社保証付個人ローンのうち、債務者区分が「正常先」「その他要注意先」および
　　　「要管理先」のローンをそれぞれ「有担保住宅ローン」「有担保ローン（除く有担保住宅ローン）」
　　　「無担保ローン」に区分した計９区分（以下「各区分」という）について、各算定期間で算定した

　　　　貸倒実績率に基づく予想損失率を各区分ごとの期末残高に乗じ算定しております。

　　イ．個別引当金

　　　　期末日現在の当社保証付個人ローンのうち、「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」のローン

　　　　について、担保の処分可能見込額を控除した残額について、債務者ごとに算出しております。


